
皆様に水路に関する情報等を発信していきます。
詳しくはホームページをご覧ください。

会津大川土地改良区

組合員の変更や土地の貸し借り等の申請書類は
ホームページからダウンロードが可能です。
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現在の状況
〈R7・4・ 1 現在〉

■組 合 員 数
1,691人

■総地区面積
田 　2,091ha
畑 　 　339ha

合計 　2,430ha

住　所
〒969-6101
福島県大沼郡会津美里町字駅前2616番地
電　話　0242-56-3030
ＦＡＸ　0242-56-3080
Ｅ-ｍａｉｌ
aizuooka@atlas.plala.or.jp
ＨＰ　https://aizuookawa.jp



～ご挨拶～
　本年は、記録的な大雪もあり降雪量が多い冬ではありましたが、雪どけ
が早く順調に春を迎え、組合員の皆様におかれましてはご健勝のことと御
推察申し上げます。会津大川だより第43号の発行にあたり一言ご挨拶申し
上げます。
　組合員の皆様には、常日頃より本土地改良区の業務運営並びに事業推進
に格別のご理解ご協力を賜り心より御礼を申し上げます。
　毎年出穂期の水不足が心配されますが、今年も昨年同様夏の異常ともい
える高温が予想されております。用水の供給は、近年の異常気象により予
測しがたい状況にはありますが、昨年同様関係機関との連携を密にし、組合員皆様のご協力を得なが
ら安定供給に努めて参る所存であります。
　昨年、米の価格が数十年ぶりに２万円台を回復したとはいえ、農業農村を取り巻く環境は、農業従
事者の高齢化や減少、エネルギー価格や農業資材・肥料等の価格が高止まりの傾向が続いており、農
業経営は依然として厳しい状況にあります。
　このような状況の中、去る３月21日に令和７年３月通常総代会が開催され、令和７年度事業計画及
び一般会計予算等について可決決定を頂きました。総代会の決定に基づき諸事業を進めて参ります。
　主な事業としては、会津南部地区国営かんがい排水事業は、工事がすべて完了し事業は終了の予定
です。更に県営事業の北会津幹線１号・５号用水路の改修事業、本田地区の農地中間管理機構関連農
地整備事業、土地改良施設維持管理適正化事業などであります。
　また、管内の施設の老朽化等により、各地区からの工事の要望箇所につきましても、限られた予算
の中ではありますが、市・町等の補助事業等を活用しながら、計画的に修繕・改修を実施して参りま
す。
　終わりに、農業を取り巻く環境は依然として厳しい状況にはありますが、安定的な農業用水の供給、
施設の維持管理の充実等、組合員の皆様の負託に応えられるよう、役職員一同さらに努力してゆく所
存でありますので、尚一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し上げ挨拶とさせて頂きます。

理事長　松崎 佐吉

令和７年３月通常総代会が開催されました。令和７年３月通常総代会が開催されました。
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令和７年３月21日（金）午後６時30分、北会津公民館に於いて通常総代会が開催され、下記議
案及び報告事項が提出されました。議長には北会津町鷺林地区の渋川慶一総代が選出され、慎重
審議の上全議案原案通り可決されました。可決された議案は次の通りです。
●令和６年度一般会計収支補正予算の専決処分に係る
　承認について……………………………………………………１件
●令和６年度一般会計収支補正予算案について………………１件
●令和７年度事業計画について…………………………………１件
●令和７年度賦課金徴収について………………………………１件
●令和７年度一時借入金の限度額について……………………１件
●過年度発行賦課金の不納欠損処分について…………………１件
●令和７年度一般会計収支予算について………………………１件
●定款の一部改正について………………………………………１件
●定款附属書役員選任規程の一部改正について………………１件
●規約の一部改正について………………………………………１件
●会計細則の一部改正について…………………………………１件
●利水調整規程の一部改正について……………………………１件
　監査結果の報告について

通常総代会の様子

議長　渋川慶一総代（鷺林地区）



令和７年度　経常・償還及び特別賦課金明細表
内　　訳 賦課種別 10a当たり

賦課金（円）
賦課面積

（ha）
賦課金総額

（円）
賦課
期日 納入期限 最　　終

償還年度 備考

− 経常賦課金
田　3,000
畑　 ,500

2,091
340

62,730,000
1,700,000

R7. 7. 1 R7.  7. 22 −

 本郷南地区
償 還 特 別
賦 課 金

田　6,200
畑　6,200

14.6 900,000 R7. 7. 1 R7. 10. 21 令和9年度 元利金

収
　
　
　
入

科　目 金額（円） 備　 　 　 　 　 考
土 地 改 良 事 業 収 入 66,300,000 経常、償還特別賦課金、転用決済金、負担金
附 帯 事 業 収 入 100,000 土地改良施設使用料、手数料
特 定 資 産 運 用 収 入 190,000 受取利息（特定資産分）
補 助 金 等 収 入 17,986,000 国県市町補助金
交 付 金 収 入 13,000,000 土地改良施設維持管理適正化事業
寄 附 金 収 入 1,000

業 務 受 託 料 収 入 11,220,000 換地業務受託料（本田地区）、会津南部土地改良区連合
からの受託料（馬越頭首工、大川幹線用水路）

雑   収   入 330,000 受取利息配当金、過怠金、過年度収入
借 入 金 収 入 1,000 一時借入金

特 定 資 産 取 崩 収 入 4,750,000 県営1-5号水路改修積立資産取崩収入、建物等更新積立
資金取崩収入

繰 越 金 22,322,000 前年度繰越金
合 　 　 計 136,200,000

支
　
　
　
出

科　目 金額（円） 備　 　 　 　 　 考
土 地 改 良 事 業 費 支 出 52,160,000 管内施設修繕費、施設管理委託費、適正化事業拠出金等
一 般 管 理 費 支 出 39,940,000 運営事務費、事務所費

土地改良事業負担金支出 5,725,000 県営・市町営事業分担金、事業賦課金（会津南部土地改
良区連合）

借 入 金 返 済 支 出 1,189,000 本郷南地区年次償還元金
支 払 利 息 18,000 本郷南地区公庫資金支払利息
固 定 資 産 取 得 支 出 500,000 固定資産に該当する器具備品の購入費用
土地改良事業施設取得支出 13,500,000 下荒井宮東揚水機取得
特 定 資 産 積 立 支 出 12,770,000 各特定資産への年度積増分
雑 支 出 2,000
予 備 費 10,396,000
合 　 　 計 136,200,000
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 令和 ７年度 一般会計収支予算一般会計収支予算

賦課金は納入期限までに納入のご協力をお願い致します。

※県営 1・5号水路改修特別賦課金は、令和 6年度で終了しました。
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令和６年度諸事業による工事報告

蟹川地区ゲート設置工事 本田地区水路内面補修工事

石原地区水路目地補修工事 東麻生地区水路目地補修工事

　令和６年度会津若松市単独補助事業「農業用用排水施設維持管理事業」　〔補助率〕市 50％ 改良区 50％

大八郷地区排水路土砂浚渫工事 宗頤地区桝設置工事

福光下ため池土砂浚渫工事 二日町地区ゲート設置工事

　令和６年度会津美里町単独補助事業「土地改良事業」　〔補助率〕町 50％ 改良区 50％

本郷地区転落防止柵設置工事 小松地区水路内面補修工事

　令和６年度国営造成水利施設管理強化事業（整備補修）　〔補助率〕国 50％ 県 25％ 市 ・町 25％

馬越地区排水路布設工事

土地改良区単独補助事業
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本田地区農地中間管理機構関連農地整備事業について

〈現　況〉
本田地区は、会津盆地の西側に位置し、地区西側には阿賀野川水系一級河川宮川が流れ、平坦な水田
地帯です。昭和３０年頃にかけて１０ａ区画に整備された地域であり、農道は幅員が２ｍと狭小であり、
作業効率が悪く、大型機械導入による生産性の向上及び地域の農地集積の大きな阻害要因となっていま
す。また会津大川土地改良区と会津宮川土地改良区の２地区に跨る受益地となっており両土地改良区で
事業を進めています。

地 区 名 本田 事業実施期間 Ｒ６年度～Ｒ１１年度
関係市町村 会津若松市 換地業務年度 Ｒ６年度～Ｒ１２年度
地 区 面 積（ｈａ） ２８. ３ 工事実施年度 Ｒ７年度～Ｒ１１年度
事 業 費（千円） ５０９, ０００

令和６年１２月１５日に
地権者総会が開催され、
そこで決定した内容をも
とに、換地評価委員会委
員で従前地の土地評価を
実施しました。

〈工事実施の予定〉

※�予算の都合及び現場環境の状況、営農計画の状況により前後する場合がありますのでご了承ください。
※�工事期間中、地域の皆さまには大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

換地評価委員会 従前地土地評価



水路の破損事故と水路内への不法投棄等について水路の破損事故と水路内への不法投棄等について

手続きはお済みでしょうか。手続きはお済みでしょうか。
◎組合員の資格に異動があった場合
●�農地を売買又は交換したとき、又は相続、贈与されたと
き。
●�農業委員会等で農地を賃借したとき、又は解約したとき。
●�農業者年金の受給又は老齢等で後継者に経営移譲すると
き。
●�組合員が亡くなられたとき（名義変更）又は、組合員の住
所や電話番号が変わったとき。

会 津 大 川

※毎年度の５月１５日現在の土地原簿の面積及び組合員に賦課金を算定しますので、 上記の異動がある場合は忘
れずに届出を提出してください。

※農地転用や公共事業による買収で地区除外をされる場合は『決済金』の納付が必要となります。

【ご注意】�市町村や農業委員会、法務局等の公共機関で土地の権利移動の手続きを行っても
直接土地改良区に届け出をしなければ組合員台帳の修正は行われません。

編集委員　木野秀夫理事・間舩一男理事・長郷潤一郎理事

次のようなときは、必ず土地改良区に届け出をしてください。

◎農地を転用する場合
●�農地を農用地外（宅地等）に転用するとき（農地転
用に関する届出）。
●公共用地（道路・河川等）に買収されたとき。

◎土地改良施設等を使用したい場合
●用排水路に橋を架ける。
●合併浄化槽処理水を水路に放流する。

交通事故等で水路が破損した場合は、速やかにご連絡く
ださい。事故者不明の場合は土地改良区負担となる為所有
者、近隣区長さんからの連絡もよろしくお願いします。

また近年、水路へのゴミの不法投棄が多く確認されてい
ます。刈り取った草やペットボトル、野菜くず、ビニール
袋等を水路に捨てると下流で水が溢れる原因になります。
ゴミを捨てないようにご協力お願いします。
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滞納賦課金がある土地を取得すると土地改良法第42
条（権利義務の継承及び決済）の規定に基づき、「新しい
権利者（土地購入者）」に滞納賦課金の支払い義務が生
じます。
　資格取得の際はその後のトラブルを避けるためにも、
必ず土地改良区に確認されますようにお願い致します。
十分にご注意して頂くよう宜しくお願い致します。

注意！ 滞納賦課金は、
新資格者が継承します

経常賦課金経常賦課金とと特別賦課金特別賦課金をを
一緒一緒にに発送発送しております。しております。

納入期限
◎令和７年７月２２日（経常賦課金）
◎令和７年１０月２１日（特別賦課金）
※口座振替で納入頂いた方の領収書は、特別賦課金
分を振替後に併せて区長配布又は郵送にてお届け
致します。

女性理事登用に向けた員外理事増員の為の役員選出について
　第５次男女共同参画基本計画及び土地改良区長期計画の閣議決定により女性理事割合の１０％以上の目標設定がされた
ことによる員外理事増員をするものです。

員 外 理 事 ：２名
役員の任期：臨時総代会（役員選任の議決日）～令和１０年６月１０日満了
期　　　限：令和７年６月３０日（月）まで（本人が直接事務所まで届出をすることになります。）

公募


